
民法の改正により2022年４月１日から「成年」になる年齢が
20歳から18歳に引き下げられました。
18歳から「大人」になります。

１８歳
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未成年者の契約には、原則として
親などの法定代理人の同意が必要ですが、
成年に達すると、自分の意思で様々な
契約ができるようになります。

法務省特設ウェブサイト

「大人への道しるべ」
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※法改正により、電磁的記録（電子メールの送信等）での対応が
　 できる場合もあります。
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